
平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日
受
領

答

弁

第

六

七

号

内
閣
衆
質
一
九
三
第
六
七
号

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
一
日

内
閣
総
理
大
臣

安

倍

晋

三

衆

議

院

議

長

大

島

理

森

殿

衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
就
籍
な
ら
ざ
る
無
戸
籍
者
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
逢
坂
誠
二
君
提
出
就
籍
な
ら
ざ
る
無
戸
籍
者
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

司
法
統
計
年
報
に
よ
る
と
、
昭
和
四
十
年
か
ら
平
成
二
十
七
年
ま
で
の
就
籍
許
可
の
審
判
の
①
申
立
件
数
、
②
認
容
件
数

及
び
③
却
下
件
数
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
な
お
、
就
籍
許
可
の
審
判
を
申
し
立
て
た
「
そ
の
理
由
」
に
つ
い
て
は
、
政
府

と
し
て
把
握
し
て
い
な
い
。

昭
和
四
十
年

①
千
五
件

②
七
百
一
件

③
四
十
件

昭
和
四
十
一
年

①
九
百
十
九
件

②
七
百
二
件

③
二
十
九
件

昭
和
四
十
二
年

①
八
百
二
十
八
件

②
五
百
九
十
七
件

③
三
十
件

昭
和
四
十
三
年

①
七
百
七
十
六
件

②
五
百
六
十
六
件

③
二
十
七
件

昭
和
四
十
四
年

①
七
百
五
十
六
件

②
五
百
十
三
件

③
二
十
三
件

昭
和
四
十
五
年

①
七
百
二
十
五
件

②
四
百
六
十
一
件

③
二
十
六
件

昭
和
四
十
六
年

①
五
百
八
十
二
件

②
四
百
十
四
件

③
二
十
四
件

昭
和
四
十
七
年

①
六
百
三
十
八
件

②
四
百
二
件

③
十
九
件

一



昭
和
四
十
八
年

①
五
百
六
件

②
三
百
三
十
件

③
十
八
件

昭
和
四
十
九
年

①
四
百
七
十
件

②
二
百
九
十
九
件

③
十
九
件

昭
和
五
十
年

①
四
百
十
五
件

②
三
百
十
三
件

③
二
十
五
件

昭
和
五
十
一
年

①
三
百
三
十
三
件

②
二
百
十
一
件

③
二
十
三
件

昭
和
五
十
二
年

①
三
百
二
十
六
件

②
二
百
二
十
九
件

③
十
四
件

昭
和
五
十
三
年

①
二
百
七
十
六
件

②
百
八
十
八
件

③
十
一
件

昭
和
五
十
四
年

①
二
百
四
十
六
件

②
百
七
十
件

③
十
四
件

昭
和
五
十
五
年

①
二
百
五
十
二
件

②
百
七
十
一
件

③
十
一
件

昭
和
五
十
六
年

①
百
九
十
三
件

②
百
三
十
六
件

③
十
二
件

昭
和
五
十
七
年

①
二
百
七
件

②
百
六
件

③
十
二
件

昭
和
五
十
八
年

①
二
百
一
件

②
百
十
五
件

③
十
二
件

昭
和
五
十
九
年

①
二
百
五
十
九
件

②
百
四
十
二
件

③
十
八
件

昭
和
六
十
年

①
二
百
七
十
二
件

②
百
四
十
五
件

③
十
件

二



昭
和
六
十
一
年

①
三
百
十
三
件

②
百
八
十
六
件

③
十
八
件

昭
和
六
十
二
年

①
三
百
五
十
二
件

②
二
百
七
十
三
件

③
十
九
件

昭
和
六
十
三
年

①
三
百
三
十
八
件

②
二
百
六
十
四
件

③
六
件

平
成
元
年

①
二
百
七
十
二
件

②
二
百
三
十
五
件

③
十
一
件

平
成
二
年

①
二
百
九
十
二
件

②
二
百
十
三
件

③
十
九
件

平
成
三
年

①
二
百
五
十
六
件

②
二
百
六
件

③
十
二
件

平
成
四
年

①
百
九
十
七
件

②
百
六
十
一
件

③
二
十
件

平
成
五
年

①
二
百
二
十
五
件

②
百
五
十
四
件

③
十
一
件

平
成
六
年

①
百
七
十
九
件

②
百
五
十
八
件

③
十
一
件

平
成
七
年

①
百
九
十
五
件

②
百
二
十
一
件

③
十
二
件

平
成
八
年

①
百
八
十
三
件

②
百
二
十
一
件

③
十
件

平
成
九
年

①
百
八
十
一
件

②
百
三
十
四
件

③
六
件

平
成
十
年

①
二
百
二
件

②
百
五
十
件

③
八
件

三



平
成
十
一
年

①
二
百
三
十
八
件

②
百
三
十
七
件

③
十
八
件

平
成
十
二
年

①
百
八
十
八
件

②
百
四
十
三
件

③
十
五
件

平
成
十
三
年

①
百
九
十
八
件

②
百
十
七
件

③
十
四
件

平
成
十
四
年

①
百
六
十
五
件

②
百
八
件

③
二
十
五
件

平
成
十
五
年

①
百
四
十
五
件

②
百
十
二
件

③
二
十
一
件

平
成
十
六
年

①
百
六
十
四
件

②
七
十
九
件

③
十
四
件

平
成
十
七
年

①
百
五
十
三
件

②
八
十
四
件

③
九
件

平
成
十
八
年

①
百
七
十
三
件

②
八
十
二
件

③
十
二
件

平
成
十
九
年

①
百
七
十
件

②
七
十
四
件

③
二
十
一
件

平
成
二
十
年

①
百
八
十
一
件

②
九
十
一
件

③
九
件

平
成
二
十
一
年

①
百
七
十
八
件

②
百
十
四
件

③
十
三
件

平
成
二
十
二
年

①
二
百
二
件

②
百
九
件

③
十
三
件

平
成
二
十
三
年

①
百
八
十
六
件

②
百
十
六
件

③
二
十
四
件

四



平
成
二
十
四
年

①
百
九
十
件

②
百
五
件

③
十
八
件

平
成
二
十
五
年

①
二
百
九
件

②
百
三
十
七
件

③
二
十
七
件

平
成
二
十
六
年

①
百
五
十
六
件

②
百
十
件

③
二
十
一
件

平
成
二
十
七
年

①
百
六
十
件

②
九
十
四
件

③
十
六
件

二
に
つ
い
て

日
本
国
民
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
戸
籍
の
記
載
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
籍
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四

十
七
号
）
の
定
め
る
要
件
を
充
足
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。
ま
た
、
就
籍
の
許
可
に
つ
い
て
は
、

裁
判
所
に
お
い
て
、
個
別
具
体
的
な
事
案
に
即
し
て
判
断
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
証
拠
上
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
か

否
か
不
明
で
あ
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
、
就
籍
の
許
可
が
認
め
ら
れ
な
い
場
合
も
あ
る
と
承
知
し
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、

お
尋
ね
の
「
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
、
就
籍
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
無
戸
籍
の
者
は
、
日
本
国
憲
法
あ
る
い
は
日
本
の
法
令

上
「
国
民
」
で
あ
る
か
、
否
か
」
に
つ
い
て
は
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

三
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
「
理
由
の
如
何
を
問
わ
ず
、
就
籍
を
認
め
ら
れ
な
か
っ
た
無
戸
籍
の
者
」
が
「
日

五



本
国
憲
法
で
い
う
「
国
民
」
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
た
質
問
に
は
お
答
え
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

四
に
つ
い
て

二
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
日
本
国
民
で
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
は
、
戸
籍
の
記
載
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、

国
籍
法
の
定
め
る
要
件
を
充
足
し
て
い
る
か
否
か
に
よ
り
決
せ
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
日
本
国
籍
を
有
す
る
者
が
、
日
本
に
居
住
、
滞
在
で
き
る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。

一
方
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。
以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
は
、
本

邦
に
在
留
す
る
外
国
人
の
在
留
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
と
こ
ろ
、
入
管
法
第
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
「
外
国
人
」

は
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

五
に
つ
い
て

入
管
法
第
六
十
一
条
の
二
第
一
項
は
、
本
邦
に
あ
る
外
国
人
が
難
民
の
認
定
を
申
請
で
き
る
こ
と
を
規
定
し
て
い
る
と
こ

ろ
、
入
管
法
第
二
条
第
二
号
の
規
定
に
よ
り
、
「
外
国
人
」
は
「
日
本
の
国
籍
を
有
し
な
い
者
」
と
定
義
さ
れ
て
い
る
。

六
に
つ
い
て

無
戸
籍
者
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
に
お
い
て
、
そ
の
実
態
把
握
に
努
め
て
い
る
の
み
な
ら
ず
、
法
務
局
に
お
い
て
、
市
区

六



町
村
等
と
連
携
し
て
把
握
し
た
無
戸
籍
者
の
一
人
一
人
に
寄
り
添
い
な
が
ら
戸
籍
に
記
載
さ
れ
る
た
め
の
手
続
案
内
を
丁
寧

に
行
っ
て
い
る
ほ
か
、
法
務
省
に
お
い
て
、
関
係
府
省
の
担
当
官
を
構
成
員
と
す
る
「
無
戸
籍
者
ゼ
ロ
タ
ス
ク
フ
ォ
ー
ス
」

を
開
催
す
る
な
ど
し
て
、
政
府
と
し
て
、
無
戸
籍
者
問
題
の
解
消
の
た
め
の
取
組
を
行
っ
て
い
る
。

七
に
つ
い
て

戸
籍
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
二
十
四
号
）
第
五
十
七
条
に
お
い
て
、
棄
児
を
戸
籍
に
記
載
す
る
こ
と
と
し
た
の

は
、
保
護
の
必
要
性
が
高
く
、
か
つ
、
日
本
で
生
ま
れ
、
父
母
が
共
に
知
れ
な
い
場
合
に
は
日
本
国
民
と
す
る
旨
の
国
籍
法

第
二
条
第
三
号
に
該
当
す
る
可
能
性
が
高
い
者
に
対
す
る
暫
定
的
な
措
置
を
認
め
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
棄
児
は
、
乳
幼
児

で
あ
る
こ
と
を
要
す
る
も
の
と
考
え
て
い
る
。

八
に
つ
い
て

我
が
国
の
戸
籍
法
に
は
、
子
の
出
生
に
つ
い
て
の
届
出
を
義
務
付
け
る
同
法
第
四
十
九
条
の
規
定
及
び
子
の
戸
籍
へ
の
記

載
に
関
す
る
同
法
第
十
八
条
の
規
定
が
あ
る
ほ
か
、
七
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
棄
児
調
書
に
よ
る
戸
籍
へ
の
記

載
に
関
す
る
同
法
第
五
十
七
条
の
規
定
が
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
「
国
家
が
義
務
づ
け
ら
れ
て
い
る
出
生
登
録
の
権
利
保
障

か
ら
疎
外
さ
れ
、
児
童
の
権
利
条
約
に
も
違
反
し
、
重
大
な
人
権
侵
害
で
あ
る
」
と
の
御
指
摘
は
当
た
ら
な
い
も
の
と
考
え

七



て
い
る
。

も
と
よ
り
、
政
府
と
し
て
は
、
六
に
つ
い
て
で
お
答
え
し
た
と
お
り
、
今
後
と
も
無
戸
籍
者
問
題
の
解
消
の
た
め
の
取
組

に
努
め
て
ま
い
り
た
い
。

八


